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資本関係又は人的関係のある会社の同一入札への参加制限について 

 

１ 趣旨 

  一定の資本関係又は人的関係がある会社が同一の入札へ参加することにつ

いては、公正な入札が阻害されるおそれがあるため、実効ある競争の確保の

観点から入札の参加を制限する。 

 

２ 基準 

  次のいずれかに該当する場合は、４に掲げる取り扱いを行うものとする。 

(1) 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法第 2条第

3号の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生法

第 2条第 7項に規定する更生会社又は民事再生法第 2条第 4号に規定する再

生手続き中の会社（以下「更生会社等」という。）である場合は除く。 

 ア 親会社（会社法第 2条第 4号の規定による親会社という。以下同じ。）

と子会社の関係にある場合 

  イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(2) 人的関係 

以下のいずれかに該当する二社の場合。ただし、アについては、会社の一

方が更生会社等である場合は除く。 

ア 一方の会社の役員（個人事業者の場合は、個人事業主と読み替える。

以下同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

    イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第 1 項又は民

事再生法第 64 条第 2 項の規定により選任された管財人を現に兼ねてい

る場合 

 

３ 公告等への記載 

  制限付き一般競争入札（公募型指名競争入札を含む。以下「競争入札等」

という。）の公告において、入札参加資格要件として「この案件に参加する他

の入札参加者と資本関係又は人的関係がないこと。」と規定する。 

 

４ 基準に該当する場合の取り扱い 

 基準に該当する者のした入札（基準に該当する者の全てが、共同企業体の

代表者以外の構成員である場合の入札を除く。）は、入札に関する条件に違反

した入札として城陽市競争入札心得（以下「入札心得」という。）第１３条第

１４号に基づき、無効として取り扱うものとする。 

 ただし、入札執行の完了に至るまでに基準に該当する事実が判明し、基準

に該当する者の一者を除く全てが入札を辞退した場合には、残る一者の入札

は無効とはならないものとする。 
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５ 留意事項 

  入札参加者の関係が基準に該当する場合に、本事項を遵守する目的で辞退

する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、入札心得第８条第２項

の規定に抵触するものではないことに留意すること。なお、基準に該当する

か否かを問わず、入札参加者間において当該入札に関して相談を行うことは、

上記の場合を除いて、従来どおり入札心得に則して厳正に対応していくこと

とする。 

 

６ 調書の提出 

別記様式「資本関係・人的関係調書」の提出を市が求めた場合、提出を求め

られた業者は、同調書を速やかに提出しなければならない。 

 

７ 適用時期 

  本取り扱いは、平成２１年（２００９年）１２月１日以降に３に規定する

明示を行った事業（建設工事等）から適用するものとする。 

（令和８年（２０２６年）１月６日一部改正） 
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別記様式 

            資本関係・人的関係調書 

 

                      令和  年  月  日 

 

                  所在地 

                  商号又は名称 

                  代表者             印 

 

 当社と他の城陽市の入札参加資格登録業者との資本関係及び人的関係は、次

のとおり相違ありません。 

 

１ 資本関係に関する事項 

 ➀ 会社法第２条第４号の規定による親会社    

商号又は名称 
 

 

 

 ② 会社法第２条第３号の規定による子会社   

商号又は名称 
 

 

 

 ③ ➀に記載した親会社の他の子会社（自社を除く）   

商号又は名称 
 

 

 

２ 人的関係に関する事項 

  役員等（個人事業者の場合は、個人事業主）の兼任の状況   

当社の役員等 兼任先及び兼任先での役職 

役職     氏 名 商号又は名称 役職 

    

    

    

    

  

※ 上記内容に変更が生じた場合は、変更後の内容を記載した調書を速やかに

契約担当課に提出すること。       


